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佐倉市条例第   号 

   佐倉市手数料条例の一部を改正する条例 

 佐倉市手数料条例（平成１２年佐倉市条例第８号）の一部を次のように改正

する。 

 別表第１の１の項を次のように改める。 

１ 租税公課

について

の証明 

租税公課

証明手数

料 

 １通につき３５

０円（地方公共

団体情報システ

ム機構によるコ

ンビニエンスス

トア等における

証明書等の自動

交付（以下「コ

ンビニ交付」と

いう。）による交

付の場合にあっ

ては、１通につ

き３００円） 

 別表第１の２の項及び３の項中「３００円」を「３５０円」に改め、同表１

２の項中「３５０円」を「４００円（コンビニ交付による交付の場合にあって

は、１通につき３５０円）」に改め、同表１３の項、１５の項及び１６の項中「３

５０円」を「４００円」に改め、同表１７の項及び１９の項中「３５０円（」

を「４００円（コンビニ交付による交付の場合にあっては、１通につき３５０

円、」に改め、同表１９の２の項から２１の項までの規定中「３５０円」を「４

００円」に改め、同表２３の項を次のように改める。 

２３ 削除    

 別表第１の２４の項中「２００円」を「３００円」に改め、同表４２の項中

「１万円」を「１１，０００円」に、「１９，０００円」を「２１，０００円」

に、 



「 

１件につき７，０

００円 

１件につき１３，

０００円 

         」を 

「 

１件につき７，５

００円 

１件につき１４，

０００円 

         」に、「２８，０００円」を「２９，０００円」に改め、同

表４３の項中「１３，０００円」を「１４，０００円」に、「２２８，０００円」

を「２４５，０００円」に、「４０８，０００円」を「４３７，０００円」に、

「１５，０００円」を「１７，０００円」に、「２８２，０００円」を「２８５，

０００円」に、「５０７，０００円」を「５４３，０００円」に改め、同表４４

の項中「１７，０００円」を「１８，０００円」に、「３８，０００円」を「４

１，０００円」に、「５４，０００円」を「５９，０００円」に、「４０８，０

００円」を「４３７，０００円」に、「１５，０００円」を「１６，０００円」

に、「２２，０００円」を「２３，０００円」に、「３１，０００円」を「３２，

０００円」に、「５２，０００円」を「５３，０００円」に、「７万円」を「７

１，０００円」に、「５０７，０００円」を「５４３，０００円」に改め、同表

４５の項中「１２，０００円」を「１３，０００円」に、「１６，０００円」を

「１８，０００円」に、「３５，０００円」を「３８，０００円」に、「５万円」

を「５４，０００円」に、「１８５，０００円」を「１９９，０００円」に、「３

２９，０００円」を「３５２，０００円」に、「１４，０００円」を「１６，０

００円」に、「２１，０００円」を「２３，０００円」に、「４９，０００円」



を「５万円」に、「６７，０００円」を「６８，０００円」に、「２２８，００

０円」を「２４万円」に、「４０８，０００円」を「４３７，０００円」に改め、

同表４６の項中「１２８，０００円」を「１３７，０００円」に改め、同表４

７の項中「１万円」を「１１，０００円」に、「１９，０００円」を「２１，０

００円」に、 

「 

１件につき７，０

００円 

１件につき１３，

０００円 

         」を 

「 

１件につき７，５

００円 

１件につき１４，

０００円 

         」に、「２８，０００円」を「２９，０００円」に改め、同

表４８の項中「１３，０００円」を「１４，０００円」に、「２２８，０００円」

を「２４５，０００円」に、「４０８，０００円」を「４３７，０００円」に、

「１５，０００円」を「１７，０００円」に、「２８２，０００円」を「２８５，

０００円」に、「５０７，０００円」を「５４３，０００円」に改め、同表４９

の項中「１７，０００円」を「１８，０００円」に、「３８，０００円」を「４

１，０００円」に、「５４，０００円」を「５９，０００円」に、「４０８，０

００円」を「４３７，０００円」に、「１５，０００円」を「１６，０００円」

に、「２２，０００円」を「２３，０００円」に、「３１，０００円」を「３２，

０００円」に、「５２，０００円」を「５３，０００円」に、「７万円」を「７

１，０００円」に、「５０７，０００円」を「５４３，０００円」に改め、同表



５０の項中「１２，０００円」を「１３，０００円」に、「１６，０００円」を

「１８，０００円」に、「３５，０００円」を「３８，０００円」に、「５万円」

を「５４，０００円」に、「１８５，０００円」を「１９９，０００円」に、「３

２９，０００円」を「３５２，０００円」に、「１４，０００円」を「１６，０

００円」に、「２１，０００円」を「２３，０００円」に、「４９，０００円」

を「５万円」に、「６７，０００円」を「６８，０００円」に、「２２８，００

０円」を「２４万円」に、「４０８，０００円」を「４３７，０００円」に、同

表５１の項中「１２８，０００円」を「１３７，０００円」に改め、同表５３

の項中「３２，０００円」を「３５，０００円」に改め、同表５４の項中「４

９，０００円」を「６万円」に、同表５５の項中「４９，０００円」を「５万

円」に、同表５７の項及び５８の項中「１７６，０００円」を「１８３，００

０円」に改め、同表５９の項中「２２２，０００円」を「２３２，０００円」

に改め、同表５９の２の項中「１２６，０００円」を「１３５，０００円」に

改め、同表５９の３の項中「１５万円」を「１６１，０００円」に改め、同表

６０の項中「２２１，０００円」を「２３１，０００円」に改め、同表６１の

項、６４の項、６６の項、６７の項、６９の項から７２の項まで、７４の項、

７６の項及び７９の項中「１７６，０００円」を「１８３，０００円」に改め、

同表８０の項中「１２６，０００円」を「１３５，０００円」に改め、同表８

０の２の項中「１８３，０００円」を「１９万円」に改め、同表８１の項及び

８２の項中「３３，０００円」を「３４，０００円」に改め、同表８３の項中 

「２２８，０００円」を「２３９，０００円」に、「４２，０００円」を「３４，

０００円」に改め、同表８４の項中「２２８，０００円」を「２３９，０００

円」に、「４２，０００円」を「３４，０００円」に改め、同表８５の項中「３

３，０００円」を「３４，０００円」に改め、同表８６の項中「２２８，００



０円」を「２３９，０００円」に、「４２，０００円」を「３４，０００円」に

改め、同表８７の項中「２２８，０００円」を「２３９，０００円」に、「４２，

０００円」を「３４，０００円」に改め、同表８８の項中「１３，０００円」

を「１４，０００円」に改め、同表９０の項から９１の２の項までの規定中「１

４万円」を「１４４，０００円」に改め、同表９１の３の項中「１２６，００

０円」を「１３５，０００円」に改め、同表９１の４の項中「１８３，０００

円」を「１９万円」に改め、同表９２の項中「１万円」を「１１，０００円」

に、「７，０００円」を「８，０００円」に、「４，０００円」を「５，０００

円」に改め、同表９３の項中「１万円」を「１１，０００円」に、「７，０００

円」を「８，０００円」に、「４，０００円」を「５，０００円」に改め、同表

９４の項中「１３，０００円」を「１４，０００円」に、「８，０００円」を「９，

１００円」に改め、同表９５の項中「１３，０００円」を「１４，０００円」

に、「８，０００円」を「９，１００円」に改め、同表９６の項中「８，０００

円」を「９，６００円」に改め、同表９７の項中「９，０００円」を「１万円」

に改め、同表９８の項中「８，０００円」を「９，６００円」に改め、同表９

９の項中「９，０００円」を「１万円」に改め、同表１０２の項から１１３の

項までの規定中「２８，０００円」を「３万円」に改め、同表１２８の項中「５，

０００円」を「６，２００円」に、「１１，０００円」を「１２，０００円」に、

「２万円」を「２１，０００円」に、「２８，０００円」を「３万円」に、 

「 

１件につき、５

３，０００円を認

定申請対象住戸

の数で除して得

た額（その額に１

００円未満の端



数があるときは、

これを切り捨て

た額） 

１件につき、９

２，０００円を認

定申請対象住戸

の数で除して得

た額（その額に１

００円未満の端

数があるときは、

これを切り捨て

た額） 

         」を 

「 

１件につき、５

７，０００円を認

定申請対象住戸

の数で除して得

た額（その額に１

００円未満の端

数があるときは、

これを切り捨て

た額） 

１件につき、９

９，０００円を認

定申請対象住戸

の数で除して得

た額（その額に１

００円未満の端

数があるときは、

これを切り捨て

た額） 

         」に、「１５２，０００円」を「１６３，０００円」に、「１

８７，０００円」を「２０万円」に、「１９９，０００円」を「２１３，０００



円」に、「８，０００円」を「９，２００円」に、「１７，０００円」を「１８，

０００円」に、「３万円」を「３２，０００円」に、「４３，０００円」を「４

６，０００円」に、「８万円」を「８６，０００円」に、「１３８，０００円」

を「１４８，０００円」に、「２２８，０００円」を「２４４，０００円」に、

「２８万円」を「３０万円」に、「２９９，０００円」を「３２万円」に、「１

４，０００円」を「１５，０００円」に、 

「 

１件につき、５

３，０００円を認

定申請対象住戸

の数で除して得

た額（その額に１

００円未満の端

数があるときは、

これを切り捨て

た額） 

１件につき、８

５，０００円を認

定申請対象住戸

の数で除して得

た額（その額に１

００円未満の端

数があるときは、

これを切り捨て

た額） 

         」を 

「 

１件につき、５

６，０００円を認

定申請対象住戸

の数で除して得



た額（その額に１

００円未満の端

数があるときは、

これを切り捨て

た額） 

１件につき、９

１，０００円を認

定申請対象住戸

の数で除して得

た額（その額に１

００円未満の端

数があるときは、

これを切り捨て

た額） 

         」に、「１６万円」を「１７１，０００円」に、「２７４，

０００円」を「２９４，０００円」に、「４２２，０００円」を「４５２，００

０円」に、「７６９，０００円」を「８２３，０００円」に、「１０４万円」を

「１，１２２，０００円」に、「１２６万円」を「１，３５８，０００円」に、

「４２，０００円」を「４５，０００円」に、「９９，０００円」を「１０６，

０００円」に、「１５８，０００円」を「１７万円」に、「３１３，０００円」

を「３３５，０００円」に、「５６１，０００円」を「６０１，０００円」に、

「９６５，０００円」を「１，０３３，０００円」に、「１７８万円」を「１，

９１２，０００円」に、「２５５万円」を「２，７３２，０００円」に、「３１

２万円」を「３，３４７，０００円」に、「６３，０００円」を「６７，０００

円」に、「１４８，０００円」を「１５９，０００円」に、「２３８，０００円」

を「２５５，０００円」に、「４７万円」を「５０３，０００円」に、「８４２，

０００円」を「９０１，０００円」に、「１４４万円」を「１５５万円」に、「２

６７万円」を「２，８６８，０００円」に、「３８２万円」を「４，０９８，０

００円」に、「４６８万円」を「５０２万円」に改め、同表１３２の項中「４，



０００円」を「４，９００円」に、「８，０００円」を「９，６００円」に、「１

５，０００円」を「１６，０００円」に、「２５，０００円」を「２６，０００

円」に、「４２，０００円」を「４４，０００円」に、「７５，０００円」を「８

万円」に、「１１８，０００円」を「１２７，０００円」に、「１４９，０００

円」を「１６万円」に、「１５９，０００円」を「１７１，０００円」に、「１

８７，０００円」を「２０万円」に改め、同表１３３の項中「３２，０００円」

を「３４，０００円」に、「６４，０００円」を「６８，０００円」に、「９万

円」を「９７，０００円」に、「１２７，０００円」を「１３６，０００円」に、

「１８２，０００円」を「１９５，０００円」に、「２６２，０００円」を「２

８万円」に、「３５４，０００円」を「３７９，０００円」に、「４６５，００

０円」を「４９７，０００円」に、「５４６，０００円」を「５８４，０００円」

に、「１０１，０００円」を「１０９，０００円」に、「１２８，０００円」を

「１３８，０００円」に、「１６７，０００円」を「１７９，０００円」に、「２

６１，０００円」を「２７９，０００円」に、「３３５，０００円」を「３５９，

０００円」に、「４０万円」を「４２９，０００円」に、「４６７，０００円」

を「４９９，０００円」に、「２２４，０００円」を「２４万円」に、「２７９，

０００円」を「２９９，０００円」に、「３５７，０００円」を「３８３，００

０円」に、「５０９，０００円」を「５４５，０００円」に、「６１８，０００

円」を「６６２，０００円」に、「７３６，０００円」を「７８８，０００円」

に、「８４万円」を「８９９，０００円」に、「８１，０００円」を「８７，０

００円」に、「１０３，０００円」を「１１万円」に、「１３６，０００円」を

「１４５，０００円」に、「２２万円」を「２３５，０００円」に、「２８７，

０００円」を「３０７，０００円」に、「３４５，０００円」を「３６９，００

０円」に、「４０５，０００円」を「４３３，０００円」に改め、同表１３５の



項中「１１９，０００円」を「１２１，０００円」に改め、同表１３７の２の

項中「２８，０００円」を「３万円」に、「４万円」を「４２，０００円」に、

「９４，０００円」を「１０１，０００円」に、「１４万円」を「１５万円」に、

「１７３，０００円」を「１８５，０００円」に、「２１４，０００円」を「２

２９，０００円」に、「２４，０００円」を「２６，０００円」に、「３５，０

００円」を「３７，０００円」に、「８８，０００円」を「９５，０００円」に、

「１３３，０００円」を「１４３，０００円」に、「１６６，０００円」を「１

７７，０００円」に、「２０５，０００円」を「２２万円」に、「２６５，００

０円」を「２８４，０００円」に、「３４２，０００円」を「３６７，０００円」

に、「４８９，０００円」を「５２４，０００円」に、「６０２，０００円」を

「６４５，０００円」に、「７１２，０００円」を「７６２，０００円」に、「８

１２，０００円」を「８７万円」に、「１０３，０００円」を「１１万円」に、

「１３６，０００円」を「１４５，０００円」に、「２２万円」を「２３５，０

００円」に、「２８７，０００円」を「３０７，０００円」に、「３４５，００

０円」を「３６９，０００円」に、「４０５，０００円」を「４３３，０００円」

に改め、同表１３７の３の項中「２８，０００円」を「３万円」に、「４万円」

を「４２，０００円」に、「９４，０００円」を「１０１，０００円」に、「１

４万円」を「１５万円」に、「１７３，０００円」を「１８５，０００円」に、

「２１４，０００円」を「２２９，０００円」に、「２４，０００円」を「２６，

０００円」に、「３５，０００円」を「３７，０００円」に、「８８，０００円」

を「９５，０００円」に、「１３３，０００円」を「１４３，０００円」に、「１

６６，０００円」を「１７７，０００円」に、「２０５，０００円」を「２２万

円」に、「２６５，０００円」を「２８４，０００円」に、「３４２，０００円」

を「３６７，０００円」に、「４８９，０００円」を「５２４，０００円」に、



「６０２，０００円」を「６４５，０００円」に、「７１２，０００円」を「７

６２，０００円」に、「８１２，０００円」を「８７万円」に、「１０３，００

０円」を「１１万円」に、「１３６，０００円」を「１４５，０００円」に、「２

２万円」を「２３５，０００円」に、「２８７，０００円」を「３０７，０００

円」に、「３４５，０００円」を「３６９，０００円」に、「４０５，０００円」

を「４３３，０００円」に改め、同表１３８の項中「８，０００円」を「９，

６００円」に、「１５，０００円」を「１６，０００円」に、「２５，０００円」

を「２６，０００円」に、「７５，０００円」を「８万円」に、「１１８，００

０円」を「１２７，０００円」に、「１４９，０００円」を「１６万円」に、「１

８７，０００円」を「２０万円」に、「２１２，０００円」を「２２７，０００

円」に、「２６５，０００円」を「２８４，０００円」に、「３４３，０００円」

を「３６７，０００円」に、「４８９，０００円」を「５２４，０００円」に、

「６０２，０００円」を「６４５，０００円」に、「７１２，０００円」を「７

６２，０００円」に、「８１２，０００円」を「８７万円」に、「８１，０００

円」を「８７，０００円」に、「１０３，０００円」を「１１万円」に、「１３

６，０００円」を「１４５，０００円」に、「２２万円」を「２３５，０００円」

に、「２８７，０００円」を「３０７，０００円」に、「３４５，０００円」を

「３６９，０００円」に、「４０５，０００円」を「４３３，０００円」に、「４，

０００円」を「４，９００円」に、「３２，０００円」を「３４，０００円」に、

「３５，０００円」を「３８，０００円」に、「１８，０００円」を「２万円」

に、「４２，０００円」を「４４，０００円」に、「６４，０００円」を「６８，

０００円」に、「１０７，０００円」を「１１５，０００円」に、「１８２，０

００円」を「１９５，０００円」に、「２６２，０００円」を「２８万円」に改

め、同表１４０の項中「８，０００円」を「９，６００円」に、「１５，０００



円」を「１６，０００円」に、「２５，０００円」を「２６，０００円」に、「７

５，０００円」を「８万円」に、「１１８，０００円」を「１２７，０００円」

に、「１４９，０００円」を「１６万円」に、「１８７，０００円」を「２０万

円」に、「２１２，０００円」を「２２７，０００円」に、「２６５，０００円」

を「２８４，０００円」に、「３４３，０００円」を「３６７，０００円」に、

「４８９，０００円」を「５２４，０００円」に、「６０２，０００円」を「６

４５，０００円」に、「７１２，０００円」を「７６２，０００円」に、「８１

２，０００円」を「８７万円」に、「８１，０００円」を「８７，０００円」に、

「１０３，０００円」を「１１万円」に、「１３６，０００円」を「１４５，０

００円」に、「２２万円」を「２３５，０００円」に、「２８７，０００円」を

「３０７，０００円」に、「３４５，０００円」を「３６９，０００円」に、「４

０５，０００円」を「４３３，０００円」に、「４，０００円」を「４，９００

円」に、「３２，０００円」を「３４，０００円」に、「３５，０００円」を「３

８，０００円」に、「１６，０００円」を「１７，０００円」に、「１７，００

０円」を「１８，０００円」に、「１８，０００円」を「２万円」に、「４２，

０００円」を「４４，０００円」に、「６４，０００円」を「６８，０００円」

に、「１０７，０００円」を「１１５，０００円」に、「１８２，０００円」を

「１９５，０００円」に、「２６２，０００円」を「２８万円」に、「３万円」

を「３２，０００円」に、「５３，０００円」を「５６，０００円」に、「９６，

０００円」を「１０３，０００円」に、「１４５，０００円」を「１５５，００

０円」に改め、同表１４０の２の項中「１２６，０００円」を「１２７，００

０円」に、「１７万円」を「１７１，０００円」に、「２１４，０００円」を「２

１５，０００円」に、「３５９，０００円」を「３６万円」に、「２３８，００

０円」を「２３９，０００円」に、「２７２，０００円」を「２７３，０００円」



に、「３５８，０００円」を「３５９，０００円」に、「６５４，０００円」を

「６５５，０００円」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。ただし、別表第１の２３の項

の改正規定は、公布の日から施行する。 


